
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 魚崎浜第2ポンプ場3号排水ポンプ減速機整備 

 契 約 業 者 名 川崎重工業 株式会社 関西支社 

 随意契約の理由 

 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第 ２ 号に該当 

 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

 魚崎浜第2ポンプに設置してある3号排水ポンプは、昭和59年に設置され、設置後42年

が経過している。減速機は原動機にて発生させた動力をポンプ駆動軸に伝えるための重要

な機器であるが、油漏れや起動時の不具合も発生している。ポンプ場としての雨水排水機

能の低下を未然に防止するため、整備を行うことで機能維持を図るものである。 

本整備では、3号排水ポンプ減速機について、取外し、工場に持ち帰っての分解・部品

交換・組立を行ったうえで、現地にて再取付、調整、試運転等を行う。これには製造業者

にしか知り得ない機器内部の技術資料を有し、かつ整備後の調整及び試運転を安全・確実

に実施でき、性能を担保できるのは製造業者のみである。 

以上より、製造業者である川崎重工業株式会社との随意契約を行うものである。 

担当部署 

（問合せ先） 

 

港湾局工務課 （電話番号 078-595-6318） 

 

 

 

 


